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地域との交流・開かれたホーム作りを目指して開催しているオレンジカフェも6年目に入りました。
ご家族の面会、ボランティアさんのレクなど活気ある生活の提供に努めており大きなイベントの一つ
納涼祭では60名もの方が参加されました。
また4月には里山ガーデンにお花見に、8月には町内会の盆踊りに出かけるなど外出の旭区社協やケア
プラザとも連携して認知症の普及啓発や地域活動にも積極的な取り組みを行っています。
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【外部評価で確認した事業所の優れている点・工夫点（評価機関記入）】
【事業所の概要について】
　事業所は、相鉄本線二俣川駅からバスで7分、最寄のニュータウン第6バス停から徒歩6分ほど
の場所にある。周囲を畑が囲む、のどかな環境に恵まれた木造2階建て2ユニットのグループホー
ムである。車で10分圏内に里山ガーデン・四季の森公園、ズーラシアと言った大規模施設があ
る。現在、積極的な地域交流により活動的な生活を提供し、気分転換のできる日常を送ってい
る。

【認知症の啓発や積極的な地域活動について】
　「認知症だから」と否定される事のないように、認知症でもその人らしい生活やできる事を
知ってもらうため、毎月開催の「オレンジカフェ」や「ジュニアボランティア」のほか、町内イ
ベントや事業所行事を通して、子供から大人まで幅広い人に認知症に対する知識を持ってもらえ
るよう啓発活動を続け、地域と協同し支援をしている。

【プログラムを生かした健康増進の取り組み】
  法人は、健康・維持向上を目的とし、会話をしながら手脚を動かす「脳トレ運動プログラム・
NOA（ノーア＝脳と脚）」を考案している。体を動かしながら、声を出す事で、運動機能と認知
機能を連動させ、運動不足解消と筋肉機能向上、認知機能の維持、改善が期待できる。事業所
は、毎日、10時に20分間、テレビの前でNOA体操を行っている。
【利用者のもつ力を生かした支援】
　事業所は利用者のもつ力を生かす共同生活の支援をしている。職員は利用者の強みを見定め共
に食事の盛り付け、食器、テーブル拭きや掃除機かけ、洗濯物干しなどの家事の手伝いを進め自
助自立を促し支援にあたっている。また、手仕事の得意な方を中心に編み物や職員と共に季節の
飾りを作成し、リビングに飾り楽しんでいる。
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56 1，ほぼ全ての利用者の 63 1，ほぼ全ての家族と

○ 2，利用者の2/3くらいの ○ 2，家族の2/3くらいと

3．利用者の1/3くらいの 3．家族の1/3くらいと

4．ほとんど掴んでいない 4．ほとんどできていない

57 ○ 1，毎日ある 64 1，ほぼ毎日のように

2，数日に1回程度ある 2，数日に1回程度ある

3．たまにある ○ 3．たまに

4．ほとんどない 4．ほとんどない

58 1，ほぼ全ての利用者が 65 1，大いに増えている

○ 2，利用者の2/3くらいが ○ 2，少しずつ増えている

3．利用者の1/3くらいが 3．あまり増えていない

4．ほとんどいない 4．全くいない

59 ○ 1，ほぼ全ての利用者が 66 ○ 1，ほぼ全ての職員が

2，利用者の2/3くらいが 2，職員の2/3くらいが

3．利用者の1/3くらいが 3．職員の1/3くらいが

4．ほとんどいない 4．ほとんどいない

60 1，ほぼ全ての利用者が 67 ○ 1，ほぼ全ての利用者が

2，利用者の2/3くらいが 2，利用者の2/3くらいが

○ 3．利用者の1/3くらいが 3．利用者の1/3くらいが

4．ほとんどいない 4．ほとんどいない

61 ○ 1，ほぼ全ての利用者が 68 ○ 1，ほぼ全ての家族等が

2，利用者の2/3くらいが 2，家族等の2/3くらいが

3．利用者の1/3くらいが 3．家族等の1/3くらいが

4．ほとんどいない 4．ほとんどいない

62 ○ 1，ほぼ全ての利用者が

2，利用者の2/3くらいが

3．利用者の1/3くらいが

4．ほとんどいない

利用者は、戸外の行きたいところへ出かけてい
る。
（参考項目：49）

職員から見て、利用者はサービスにおおむね満
足していると思う。

利用者は、健康管理や医療面、安全面で不安な
く過ごせている。
（参考項目：30,31）

職員から見て、利用者の家族等はサービスにお
おむね満足していると思う。

利用者は、その時々の状況や要望に応じた柔軟
な支援により、安心して暮らせている。
（参考項目：28）

利用者と職員が一緒にゆったりと過ごす場面が
ある。
（参考項目：18,38）

通いの場やグループホームに馴染みの人や地域
の人々が訪ねて来ている。
（参考項目：9,10,19）

利用者は、一人ひとりのペースで暮らしてい
る。
（参考項目：38）

運営推進会議を通して、地域住民や地元の関係
者とのつながりの拡がりや深まりがあり、事業
所の理解者や応援者が増えている。
（参考項目：4）

利用者は、職員が支援することで生き生きとし
た表情や姿がみられている。
（参考項目：36,37）

職員は、活き活きと働けている。
（参考項目：11,12）

職員は、利用者の思いや願い、暮らし方の意向
を掴んでいる。
（参考項目：23,24,25）

職員は、家族が困っていること、不安なこと、
求めていることをよく聴いており、信頼関係が
できている。
（参考項目：9,10,19）
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　Ⅴ　アウトカム項目



自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

1 1 ○理念の共有と実践

　地域密着型サービスの意義を踏まえた
事業所理念をつくり、管理者と職員は、
その理念を共有して実践につなげている

2 2 ○事業所と地域とのつきあい

　利用者が地域とつながりながら暮らし
続けられるよう、事業所自体が地域の一
員として日常的に交流している

自
己
評
価

外
部
評
価

項　　　　　　　　　　目

外部評価

　Ⅰ　理念に基づく運営

事業所理念「明るい笑顔と接遇で温もりのあ
る時間を」は、開設時からのものである。管
理者は、職員が笑っていないと利用者も笑え
ないと考え、「嫌な事は事業所に置いて家に
持ち帰らないこと」と全職員に伝え、サービ
ス提供へ繋げている。理念は事業所入り口、
事務所に掲示している他、入職時や全体会議
で説明をしている。全体会議の際、理念につ
いて検討する年もある。

各ユニット事業所理念を掲載し職員
一同共有できるように努めている。

今年度より運営推進会議が再開とな
り地域の行事ごとなどにお声掛け頂
けるようにお願いしている。今年度
は目立った活動はできなかったが来
年度より少しずつ参加していきた
い。

下川井町内会に加入しており、回覧板や運営
推進会議の際に地域情報を得ている。毎月、
旭区社会福祉協議会や地域ケアプラザ協力の
もと「オレンジカフェ」と称した認知症カ
フェを開催し、認知症講座や喫食、映画放
映、体操、演奏会を通して地域交流をしてい
る。毎月、ちぎり絵、絵手紙の他、二胡、和
太鼓、ボッチャ、ガーデニングのボランティ
アが来所している。10月には川井地区3つの小
学校から5、6年生による「ジュニアボラン
ティア」の来訪する機会があり、管理者が認
知症についてわかりやすく話した。事業所
は、子供から大人まで地域の方と共に認知症
ケアや認知症の理解を深め日々業務に当たっ
ている。8月の納涼祭には、地域住民60名の参
加があった。



3 ○事業所の力を活かした地域貢献

　事業所は、実践を通じて積み上げてい
る認知症の人の理解や支援の方法を、地
域の人々に向けて活かしている

4 3 ○運営推進会議を活かした取組み

　運営推進会議では、利用者やサービス
の実際、評価への取り組み状況等につい
て報告や話し合いを行い、そこでの意見
をサービス向上に活かしている

5 4 ○市町村との連携

　市町村担当者と日頃から連絡を密に取
り、事業所の実情やケアサービスの取組
みを積極的に伝えながら、協力関係を築
くように取り組んでいる

②同様少しずつ地域の行事などへ参
加し地域の方への理解を深めていき
たい。

今年度より二ヶ月に一回対面開催を
行っている。事業所の状況や取り組
みなどを報告し意見をいただいてい
る。

運営推進会議は2ヶ月ごとに管理者、町内会
長、民生委員、地域包括支援センターの職員
が出席し、対面で開催している。会議では事
業所の活動状況、事故やヒヤリハット、外部
評価結果や運営指導の結果報告のほか、情
報・意見交換をしている。年3回は、同法人事
業所と合同で行い交流を深めている。家族に
会議の案内をしているが参加に至っていな
い。今後も案内は継続していく意向である。
委員からの意見から、事業所沿いの道が地域
の散歩コースとなっているため、事業所前を
夏場の給水ポイントとして提供できるように
話を進めている。

運営推進会議に家族の参加がない
ことを踏まえ、開催日は、家族が
参加しやすい行事と同時開催にし
たり、時には土日や祝祭日開催に
するなどの工夫をされる事を期待
します。

必要時や不明点がある場合は電話や
メールにて連絡を行っている。

旭区役所高齢・障害支援課には、管理者が運
営推進会議の活動内容報告書やケアマネ
ジャーが利用者の介護保険要介護認定代行申
請を郵送している。必要に応じて電話連絡を
行い助言や指導を受けている。現在、生活保
護者は2名利用している。旭区役所生活支援課
とは、現在、生活保護費を受給している利用
者の情報提供やオムツの支給の相談をしてい
る。普段は電話対応となっている。管理者は
行政主催の食品衛生管理者研修に参加し、10
月には介護職員が感染症の研修に参加した。
「旭・瀬谷」グループホーム連絡会に加入し
ている。情報共有はしているが、連絡会参加
に至ってない。横浜市よりメールで介護保険
改正等の各種情報を得ている。必要に応じて
全職員へ周知している。



6 5 ○身体拘束をしないケアの実践

代表者及び全ての職員が、身体的拘束等
の対象となる具体的な行為を正しく理解
するとともに、身体的拘束等の適正化の
ための指針の整備、定期的な委員会の開
催及び従業者への研修を実施し、緊急や
むを得ない場合を除き、身体的拘束等を
しないケアに取り組んでいる

7 6 ○虐待の防止の徹底

管理者や職員は、高齢者虐待防止法等に
ついて学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や
事業所内での虐待が見過ごされることが
ないよう注意を払い、防止に努めている

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用

　管理者や職員は、日常生活自立支援事
業や成年後見制度について学ぶ機会を持
ち、個々の必要性を関係者と話し合い、
それらを活用できるよう支援している

9 ○契約に関する説明と納得

契約の締結、解約又は改定等の際は、利
用者や家族等の不安や疑問点を尋ね、十
分な説明を行い理解・納得を図っている

身体拘束適正化の指針を定め、マニュアルを
整備している。身体拘束委員会を3ヶ月に1
回、研修を年2回開催している。委員会では身
体拘束の三原則の確認や事例検討をしてい
る。取組みとして「ちょっと待って」が日常
介護で議題としてよく挙がる。そのため、利
用者に待ってもらう際の伝達方法を、管理者
が具体的に伝えるように指導している。帰宅
願望がある利用者や離設が考えられる利用者
はいないが、玄関とフロアの出入り口は施錠
している。

半年に一回身体拘束についての研修
を行い、研修記録を提出している。
参加できなかった職員は資料をお渡
しし、研修記録を提出している。ま
た、３ヵ月に一度委員会を開催し検
討会を行っている。

身体拘束についての研修と合わせて
年二回の研修を実施している。

虐待防止についての指針を定め、虐待防止マ
ニュアルを整備している。高齢者虐待防止委
員会を3か月に1回、研修を年2回開催してい
る。委員会では5つの虐待について確認し、介
護現場で発生しやすい不適切ケアについて事
例を通して事故防止を行っている。虐待を発
見した時の通報義務については委員会や日常
業務の中で管理者が職員に周知している。

利用者様の中には後見人制度を利用
している方もいる。
研修を行うまでは至っていないが、
現場の職員に説明等は行っている。

入所前の契約時に料金などを含めた
重要説明事項等の説明を行ってい
る。
説明後はご家族様に同意書をいただ
いている。



10 7 ○運営に関する利用者、家族等意見の反映

利用者や家族等が意見、要望を管理者や
職員並びに外部者へ表せる機会を設け、
それらを運営に反映させている

11 8 ○運営に関する職員意見の反映

代表者や管理者は、運営に関する職員の
意見や提案を聞く機会を設け、反映させ
ている

12 9 ○就業環境の整備

代表者は、管理者や職員個々の努力や実
績、勤務状況を把握し、給与水準、労働
時間、やりがいなど、各自が向上心を
持って働けるよう職場環境・条件の整備
に努めている

管理者は個人面談で把握した職員の意向や努
力、成果を必要に応じて法人へ報告してい
る。管理者が相談窓口となり風通しの良い環
境作りに努めている。月1回、事業所長会議に
管理者が参加し、退職防止について話し合い
をした。内容については全体会議で報告し防
止に努めている。法人は、介護職員初任者研
修・認知症介護実践者研修・介護福祉士の研
修受講は資格取得後、数年在籍を条件に研修
費用全額を支給するシステムを導入してい
る。10年、15年の勤続手当の金一封支給があ
る。育児休暇、産後休暇制度はあるが、現在
活用している職員はいない。休憩スペースと
して2階事務所を活用している。

入居時や面会時にご家族様に意見を
いただき、反映できるものについて
は参考にしている。外部評価のアン
ケート結果なども活用している。

家族の意見・要望は、入居時や面会、家族か
らの電話、介護計画の見直しによるヒアリン
グ時を活用し聴き取っている。現在、面会や
外出、外泊について制限はない。家族の意見
の反映として、居室に広告紙を溜め込んでし
まうため、片付けてほしいと要望があり、定
期的に整理している。また、足のマッサージ
器、乳酸菌飲料、梅干などの持込や嗜好品に
ついて希望があり、現在、要望にあわせ支援
をしている。

3か月に一度程度リーダー会議を
行っている。その中で各ユニットや
施設全体での問題点などを話し合い
している。

職員の意見・提案は毎月開催の全体会議や年2
回の個人面談（3月、9月）で聴き取り、運営
に反映している。内容によって管理者より法
人の代表へ相談している。管理者は職員個々
の立場を理解し、話を聞いている。職員の意
見反映として、業務に必要な介護用品や生活
用品についての要望を柔軟に受け入れ、月ご
とに定められた金額内で購入している。

勤続年数に応じて、給与を増加させ
たり、資格取得金の枠を設けて環境
を整備している。



13 10 ○職員を育てる取組み

代表者は、管理者や職員一人ひとりのケ
アの実際と力量を把握し、法人内外の研
修を受ける機会の確保や、働きながらト
レーニングしていくことを進めている

14 ○同業者との交流を通じた向上

代表者は、管理者や職員が同業者と交流
する機会をつくり、ネットワークづくり
や勉強会、相互訪問等の活動を通じて、
サービスの質を向上させていく取組みを
している

15 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスの利用を開始する段階で、本人
が困っていること、不安なこと、要望等
に耳を傾けながら、本人の安心を確保す
るための関係づくりに努めている

16 ○初期に築く家族等との信頼関係

　サービスの利用を開始する段階で、家
族等が困っていること、不安なこと、要
望等に耳を傾けながら、関係づくりに努
めている

法人内外の研修を受ける体制をとっ
ていて、休日に受けた場合は研修費
を支給し研修を受けやすい環境にし
ている。

法人は年間研修計画を制定し、全職員を対象
とした研修を行っている。また、リーダーや
役職者を対象としたスキルアップ研修の他、
介護職対象の排泄技術指導を本部で開催して
いる。新人職員は法人が定める6ヶ月研修を受
講する。事業所では教育職員が介護技術、接
遇など指導をしている。今年度、精神障害の
支援の外部研修を介護職員が受講し、全体会
議で研修報告をして支援について共有した。
毎月、本部のマネージャーが来所し、職員面
談や相談業務も実施し必要に応じた支援を
行っている。eラーニングを活用し、介護福祉
士など資格取得に向けサポートを行ってい
る。

同系列の訪問介護事業所と何度か連
絡を取り意見交換を行う機会が2度
ほどあった。

　Ⅱ　安心と信頼に向けた関係づくりと支援

サービス利用を開始する前に利用者
様のアセスメントをさせていただ
き、入居後の不安を軽減できるよう
に努めている。

サービス利用を開始する前に施設見
学時や利用者様のアセスメント時に
ご家族の要望などを伺っている。不
安点についてもその都度説明させて
いただいている。



17 ○初期対応の見極めと支援

サービスの利用を開始する段階で、本人
と家族等が「その時」まず必要としてい
る支援を見極め、他のサービス利用も含
めた対応に努めている

18 ○本人と共に過ごし支え合う関係

職員は、本人を介護される一方の立場に
置かず、暮らしを共にする者同士の関係
を築いている

19 ○本人と共に支え合う家族との関係

職員は、家族を支援される一方の立場に
置かず、本人と家族の絆を大切にしなが
ら、共に本人を支えていく関係を築いて
いる

20 11 ○馴染みの人や場との関係継続の支援

本人がこれまで大切にしてきた馴染みの
人や場所との関係が途切れないよう、支
援に努めている

21 ○利用者同士の関係の支援

利用者同士の関係を把握し、一人ひとり
が孤立せずに利用者同士が関わり合い、
支え合えるような支援に努めている

サービス利用を開始する前の利用者
様のアセスメント時に利用者様とご
家族の要望などを伺っている。その
中で利用者様に合った支援を検討し
ている。

入居時に家族、本人から生活状況や馴染みの
関係を把握している。友人や知人の面会は居
室へ案内して、もてなしている。電話、年賀
状、携帯電話の取り次ぎ支援をしている。家
族が持参する梅干し、牛乳など馴染みの食べ
物や化粧品の取り次ぎもしている。昔からの
習慣で新聞の購読や塗り絵、貼り絵を継続し
ている利用者がいる。家族対応で自宅に戻る
等の外出や外泊を伴う墓参り、自宅や外出先
で、馴染みのある環境、習慣、食べ物を楽し
んでいる。

職員は入居者様の出来る事に
目を向け、お手伝いをして頂くよう
にしている。
できない事には一緒に取り組むよう
に支援している。

職員はご本人様の思いをご家族にお
伝えし、今後どうして行ったら良い
のかを相談している。

コロナの影響でしばらく規制があっ
たが、現在はそれもなくなり、ご家
族やご友人が面会に来られたり、外
食等に家族とお出かけになってい
る。

職員が入居者様全員に同等に接し、
お声掛けをしている為、皆様同士心
配し合ったり助け合っている。



22 ○関係を断ち切らない取組み

サービス利用（契約）が終了しても、こ
れまでの関係性を大切にしながら、必要
に応じて本人・家族の経過をフォロー
し、相談や支援に努めている

23 12 ○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意
向の把握に努めている。困難な場合は、
本人本位に検討している。

24 ○これまでの暮らしの把握

一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし
方、生活環境、これまでのサービス利用
の経過等の把握に努めている

25 ○暮らしの現状の把握

一人ひとりの一日の過ごし方、心身状
態、有する力等の現状の把握に努めてい
る

退去後等もご家族様の希望に応じ
て、こちらでできる限りの相談や支
援を行っている。

　Ⅲ　その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント

職員は常に傾聴に努め、希望や意向
を知るよう努力し、ご家族にお伝え
相談するようにしている。
困難な場合は、職員で話合い、良い
方法を考えている。

職員は従前ケアマネジャーに尋ねるほか、初
回面談時に病院や自宅へ訪問し、本人、家族
から住環境、生活歴、暮らし方の希望・意向
を確認している。入居後は計画作成者や職員
が日常の会話やソファでくつろいでいる時、
あるいは、1対1の環境となる入浴や夜間のゆ
とりのある時間に意向を聴き取っている。意
思疎通が困難な方の意向は、家族や入居時面
談情報、入居後の様子から推測し支援に繋げ
ている。利用者からは、誕生会に「サツマイ
モが食べたい」と要望あり、ふかし芋を提供
した。また山梨県出身の方の「ほうとうが食
べたい」との意向には、食事イベントの際に
提供するなどしている。

施設で可能な限り継続して頂けるよ
うに支援している。

職員は、体調管理や心身の状態を注
意深く観察し、変化のあった場合は
共有し、支援をしている。



26 13 ○チームでつくる介護計画とモニタリング

本人がより良く暮らすための課題とケア
のあり方について、本人、家族、必要な
関係者と話し合い、それぞれの意見やア
イディアを反映し、現状に即した介護計
画を作成している

27 ○個別の記録と実践への反映

日々の様子やケアの実践・結果、気づき
や工夫を個別記録に記入し、職員間で情
報を共有しながら実践や介護計画の見直
しに活かしている

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化

本人や家族の状況、その時々に生まれる
ニーズに対応して、既存のサービスに捉
われない、柔軟な支援やサービスの多機
能化に取り組んでいる

29 ○地域資源との協働

一人ひとりの暮らしを支えている地域資
源を把握し、本人が心身の力を発揮しな
がら安全で豊かな暮らしを楽しむことが
できるよう支援している

必要に応じたカンファレンスなどで
話し合いをし、どのように支援して
行けばよいのかを検討している。

新規利用者は、1ヶ月の暫定計画書を作成した
後、6ヶ月ごとに見直している。アセスメン
ト、モニタリングも6ヶ月ごとに実施してい
る。介護保険の更新、区分変更、看取り期や
体調変化がみられた場合は、利用者、家族、
職員、医療機関の意見を踏まえ、随時、担当
者会議を開催している。意見聴取は、計画作
成担当者が、家族の来所時や電話で行い、医
療関係者には訪問診療時や往診記録で確認し
ている。ケアプランとサービス記録の連動に
ついて、手書きの時はスムーズに記録ができ
たが、介護ソフトに移行した後は記録方法に
バラツキが見られるため、見直しをしてい
る。

タブレット入力になり、記録の漏れ
等が少なくなっている。

まずは傾聴に努め、何を求めている
のかを伺いそのニーズに近づける
サービスが出来るように支援してい
る。

隣の派出所には認知症対応の施設で
あることを伝えている。



30 14 ○かかりつけ医の受診支援

受診は、本人及び家族等の希望を大切に
し、納得が得られたかかりつけ医と事業
所の関係を築きながら、適切な医療を受
けられるように支援している

31 ○看護職員との協働

介護職員は、日常の関わりの中でとらえ
た情報や気づきを、職場内の看護職員や
訪問看護師等に伝えて相談し、個々の利
用者が適切な受診や看護を受けられるよ
うに支援している

32 ○入退院時の医療機関との協働

利用者が入院した際、安心して治療でき
るように、また、できるだけ早期に退院
できるように、病院関係者との情報交換
や相談に努めている。又は、そうした場
合に備えて病院関係者との関係づくりを
行っている。

明神台クリニックと港南台病院に毎
月2回ずつ訪問診療を依頼してい
る。
また、どちらの病院も24時間オン
コール体制をとっている。

入居者全員が協力医療機関をかかりつけ医と
し、月2回の訪問診療を受診している。日常支
援は介護士や看護師が行い、気になる事は診
察2日前に「往診前情報」をインターネットの
掲示板に挙げ医師に伝えている。歯科は2ヶ所
の協力医のいずれかをかかりつけ医とし、必
要に応じて訪問診療を受診している。皮膚科
など外来受診は原則、家族が対応し、緊急時
は職員が対応している。医師の指示や助言、
診察結果は介護ソフトを活用し全職員に共有
している。法人の柔道整復師が定期的に訪問
し、利用者個々の機能訓練のアドバイスをし
ている。

週1回程度、看護職員が出勤してお
り、利用者様の日々の状態変化など
報告している。
病院受診等はかかりつけの主治医と
相談している。

利用者様が入院された場合は２、３
か月を目途にベッドを空けて再入居
できる体制をとっている。入院後、
著しい状態変化などがあった場合は
今後についてご家族と話し合いを
行っている。



33 15 ○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援

重度化した場合や終末期のあり方につい
て、早い段階から本人・家族等と話し合
いを行い、事業所でできることを十分に
説明しながら方針を共有し、地域の関係
者と共にチームで支援に取り組んでいる

34 ○急変や事故発生時の備え

利用者の急変や事故発生時に備えて、全
ての職員は応急手当や初期対応の訓練を
定期的に行い、実践力を身に付けている

35 16 ○災害対策

火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を
問わず利用者が避難できる方法を全職員
が身につけるとともに、地域との協力体
制を築いている

重度化した場合などはご家族や提携
する医師を交え今後の方向性につい
て早い段階で話し合いをしていく。

事業所は看取りマニュアルを整備し、入居時
に看取りに関する事前意向確認書により意向
を確認している。看取り期になった場合は、
看取り介護指針を説明し同意を得ている。医
師、管理者より家族に説明し同意を取り交わ
し、ケアプランも作成している。協力医は24
時間365日オンコールでバックアップ体制を整
備している。今年度の看取り実績は1名であ
り、現在、3名の支援を行っている。看取り後
は、職員で振り返りを行い、良かった点や改
善点を話し合っている。

各フロア―に利用者様の緊急連絡
シートを作成し、早急にご家族と連
絡が取れる体制としている。
急変時や事故発生時の第一報は管理
者に連絡することとしている。

災害対策として年に２回の消防訓練
を行っている。
今年度は自主訓練を一回、３月に２
度目の消防訓練を予定している。

年2回、日中、夜間想定の防災訓練を地域住民
の参加や消防署の立ち合いのもと実施してい
る。今後は垂直避難訓練も実施予定である。
BCP（事業継続計画）を作成し、年2回の研
修、訓練も実施できている。災害用備蓄品は
リストを作成し、利用者と職員の食料（カ
レー、チキンライスなど）と飲料水を3日分確
保している。カセットコンロの熱源やグロー
ブ、マスク、ペーパーなど日用品の整備もし
ている。



36 17 ○一人ひとりの人格の尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプラ
イバシーを損ねない言葉かけや対応をし
ている

37 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援

日常生活の中で本人が思いや希望を表し
たり、自己決定できるように働きかけて
いる

38 ○日々のその人らしい暮らし

職員側の決まりや都合を優先するのでは
なく、一人ひとりのペースを大切にし、
その日をどのように過ごしたいか、希望
にそって支援している

39 ○身だしなみやおしゃれの支援

その人らしい身だしなみやおしゃれがで
きるように支援している

お声掛けを常に行い、希望や思いを
言葉に出来るような雰囲気作りに努
めている。

食事の時間など決まってしまってい
るもの以外は、個人のペースや過ご
し方など優先して行って頂けるよう
に支援している。

　Ⅳ　その人らしい暮らしを続けるための日々の支援

入居者様の人格の尊重や尊厳を重視
したお声掛けをし、信頼関係が築け
るように支援している。

守秘義務については入所時及び退職時に周知
している。利用者の呼弥は名字または名前に
「さん」を付けで支援している。介護記録を
記載する場合は、フロアの隅で周囲に十分配
慮し行っている。職員間の会話は利用者と一
定の距離を保ち対応している。SNSでの申し送
りは、個人が特定されないようイニシャルだ
と分りづらいと多数の職員より声が挙がり、
現在、個人名で対応している。管理者は職員
の言動で気になった場合は必要に応じて指導
をしている。排泄支援など肌の露出時は、扉
やカーテンを使用してプライバシーに配慮し
ている。

基本はご自身で身だしなみやお化粧
をなさっているが、季節外れなもの
を着ていたり、何枚も着られたりし
ている際にはご説明し、着替えて頂
くような支援をしている。



40 18 ○食事を楽しむことのできる支援

食事が楽しみなものになるよう、一人ひ
とりの好みや力を活かしながら、利用者
と職員が一緒に準備や食事、片付けをし
ている

41 ○栄養摂取や水分確保の支援

食べる量や栄養バランス、水分量が一日
を通じて確保できるよう、一人ひとりの
状態や力、習慣に応じた支援をしている

42 ○口腔内の清潔保持

口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎
食後、一人ひとりの口腔状態や本人の力
に応じた口腔ケアをしている

献立が決まっているのでお好みに合
わせる事は不可能になっている。食
事の準備や片付けは職員が行ってい
るが、洗った食器拭きや片付けはお
手伝いして頂いている。

3食、主菜・副菜は食材業者の配食サービスを
利用し湯煎で提供している。ご飯は職員が炊
いている。味噌汁はサーバーで提供している
が、行事食の時は、職員が手作りしている。
利用者は盛り付けやテーブル・食器拭き等を
手伝っている。利用者に合わせ、キザミ食、
ミキサー食に対応している。行事食として、
職員が天ぷらを揚げたり、そば、うどん、
ラーメンを作って楽しんでいる。業者の特別
食を行事食として提供する事もある。食レク
で11月にミキサー食の方も含め、タクシーや
事業所車両で中華屋へ行って外食を楽しん
だ。また、個の強みに寄り添い、利用者と共
にカレーやデザート、パンケーキを作った。

食事量はご本人の希望などで主食等
の増減をしている。
水分量は記録をし、必要な量の調整
を行っている。

利用者様のADLに合わせて一部介助
を行っている。
また、歯科往診を月に2回(ご家族・
本人希望者のみ)行っており口腔内
の清潔保持を行っている。



43 19 ○排泄の自立支援

排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一
人ひとりの力や排泄のパターン、習慣を
活かして、トイレでの排泄や排泄の自立
に向けた支援を行っている

44 ○便秘の予防と対応

便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食
物の工夫や運動への働きかけ等、個々に
応じた予防に取り組んでいる

45 20 ○入浴を楽しむことができる支援

一人ひとりの希望やタイミングに合わせ
て入浴を楽しめるように、職員の都合で
曜日や時間帯を決めてしまわずに、個々
に応じた入浴の支援をしている

浴室は機械浴と個浴があり週2回、午前入浴を
基本としている。体調や希望に応じて入浴時
間や入浴日を柔軟に対応し個別性に寄り添い
支援をしている。体調が優れない利用者は、
シャワー浴や清拭で対応している。入浴を好
まない利用者には入浴時間、曜日、担当者の
変更や気分転換を図り支援している。季節感
や雰囲気に変化を取り入れるため、ゆず湯や
菖蒲湯を提供している。同性介助も取り入れ
入浴を楽しめるように支援している。ヒート
ショック対応として浴室暖房ヒーター、脱衣
場にはエアコンを設置して、予防支援をして
いる。

排泄の介助が必要な入居者様に対し
ては、お声掛けをこまめにするよう
支援している。

終日オムツ対応の利用者が3名、日中トイレ介
助で夜間オムツ対応の利用者が11名の他、昼
夜、軽介助で終日トイレで排泄できる利用者
が5名いる。夜間、ポータブルトイレを使用し
ている方が1名いる。トイレ介助が必要な利用
者は排泄パターンに基づく定時誘導や利用者
の様子や仕草により随時、排泄支援をしてい
る。トイレ誘導時は、羞恥心に配慮し、小声
で、さりげなく支援している。夜間はオムツ
やパッドを活用し睡眠を優先し支援してい
る。改善例として、退院後、終日オムツ対応
の利用者がいたが、再アセスメントを行った
結果、2人介助であるが日中トイレ介助が可能
となった。また、オムツ業者とパッドの見直
しを行い排泄回数が減少した。

医師や看護師らと共に日常生活の様
子や排便パターンを確認し、排便コ
ントロールを行っている。
利用者様の状態に配慮しながら調整
を随時行っている。

入浴については利用者様の希望する
時間には対応できていない。
週二回午前中に曜日を決めて入浴し
ている。
入浴時は各利用者様が個別で入浴で
きるように配慮している。



46 ○安眠や休息の支援

一人ひとりの生活習慣やその時々の状況
に応じて、休息したり、安心して気持ち
よく眠れるよう支援している

47 ○服薬支援

一人ひとりが使用している薬の目的や副
作用、用法や用量について理解してお
り、服薬の支援と症状の変化の確認に努
めている

48 ○役割、楽しみごとの支援

張り合いや喜びのある日々を過ごせるよ
うに、一人ひとりの生活歴や力を活かし
た役割、嗜好品、楽しみごと、気分転換
等の支援をしている

49 21 ○日常的な外出支援

一人ひとりのその日の希望にそって、戸
外に出かけられるよう支援に努めてい
る。また、普段は行けないような場所で
も、本人の希望を把握し、家族や地域の
人々と協力しながら出かけられるように
支援している

天気の良い日には、1対1を基本として15分ほ
ど近隣に散歩へ出かけている。また、玄関前
の駐車場で外気浴や日光浴を楽しむ利用者も
いる。事業所では家族と共に花見のため、4月
に里山ガーデンに外出した他、5月にはズーラ
シアに行き、季節感を味わい、家族との交流
を楽しんだ。また、家族支援により外出、外
泊により、自宅に戻ったり、墓参りや外食に
行く利用者がいる。

個室になっているので、時々の状況
に応じて居室に戻られ休息されてい
る。

内服の目的や副作用について全て理
解することは難しいが、各フロア―
に薬事ファイルを置き、どのような
内服を服用しているか、各自確認で
きるようにしている。

テーブル拭きや食器拭きなど入居者
様の出来る事は職員と一緒に行って
いる。

職員と一緒に近くの公園にお花見に
行ったり散歩に行くよう支援してい
る。
またご家族との外食や外出などの協
力も依頼している。



50 ○お金の所持や使うことの支援

職員は、本人がお金を持つことの大切さ
を理解しており、一人ひとりの希望や力
に応じて、お金を所持したり使えるよう
に支援している

51 ○電話や手紙の支援

家族や大切な人に本人自らが電話をした
り、手紙のやり取りができるように支援
をしている

52 22 ○居心地のよい共用空間づくり

共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、
食堂、浴室、トイレ等）が、利用者に
とって不快や混乱をまねくような刺激
（音、光、色、広さ、温度など）がない
ように配慮し、生活感や季節感を採り入
れて、居心地よく過ごせるような工夫を
している

金銭の管理はご家族様にお願いして
いるため施設では金銭はお預りして
いない。利用者様の希望にて金銭の
使用は立替という形で可能としてい
る。
金銭ではなく物品についてはご家族
に連絡し必要なものなどは用意して
いただいている。

ご家族から電話がかかってきた時の
とりつぎや、必要に応じて電話をす
るように支援している。
字を書く事が少なくなり、なかなか
支援が出来ていない。

居室や共有スペースには季節ごと
のっ飾りを入居者様と一緒に作成し
張り出している。

リビングは大きな窓があり明るく、車椅子利
用に対しても十分なスペースがあり状態変化
に順応できる環境となっている。温度、湿度
管理は温度、湿度計を参考にエアコンと加湿
器で調整している。換気は、常時、窓の一部
を開けている他、2、3時間おきに窓を開けて
対応している。日中のリビング、居室の清掃
は、早番職員が担当している。時に利用者も
一緒に掃除機やモップ掛けをする事もある。
夜間のリビング清掃は夜勤の職員が対応して
いる。リビングの壁に利用者と職員が作成し
たクリスマス飾り、蓮・あじさいの絵を飾っ
ている他、訪問時には、利用者が編み上げた
目に留まるほど鮮やかなソファカバーが置か
れていた。



53 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり

共用空間の中で、独りになれたり、気の
合った利用者同士で思い思いに過ごせる
ような居場所の工夫をしている

54 23 ○居心地よく過ごせる居室の配慮

居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家
族と相談しながら、使い慣れたものや好
みのものを活かして、本人が居心地よく
過ごせるような工夫をしている

55 ○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり

建物内部は一人ひとりの「できること」
や「わかること」を活かして、安全かつ
できるだけ自立した生活が送れるように
工夫している

居室の入り口には名前の紙を貼り、
トイレやお風呂場にも
張り紙をし場所が分かるようにして
いる。

居室にはベッド、エアコン、壁掛けテレビ、
クローゼット、カーテンを備えている。利用
者は馴染みのあるぬいぐるみ、タンス、仏
壇、家族写真、椅子、フットマッサージ、遺
影など馴染みの品や思い出の品が持ち込まれ
個性豊かな居室となっている。リネン交換は
職員と利用者が協力して行っている。全利用
者が家族の同意の上、行動把握のためマット
レス下にセンサーを使用している。自分の部
屋が分らない利用者がいるため1階の利用者を
対象に、個々の居室に暖簾を取り付け部屋を
間違わないように工夫している。

話の合う入居者様同士の食席を考慮
したりしている。
居室では、お部屋に招いておしゃべ
りされている。

エアコン、テレビ、ベッド以外はご
自身で使い慣れた家具等が持ち込ま
れ設置されている。






